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【当社ウェブサイト】
https://www.jyohokikaku.co.jp/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/3712/teiji/

【株主総会お土産配布の中止に関するお知らせ】
本総会にご来場の株主の皆様への、お土産の配布は取りやめさせていただきます。何卒ご理
解賜りますようお願い申しあげます。

第37期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第37期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげま
す。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総会」を順に選択いた
だき、ご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使
することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後記の「議決権行使
についてのご案内」に従って、2023年12月20日（水曜日）午後６時までに議決権を行使くだ
さいますようお願い申しあげます。

敬　具
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１. 日 時 2023年12月21日（木曜日）午後１時30分（受付開始：午後１時）
２. 場 所 大阪市中央区安土町２丁目３番13号

大阪国際ビルディング17階　1705号室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください）

３. 目 的 事項
報告事項 １．第37期（2022年10月１日から2023年９月30日まで）事業報告、連

結計算書類及び計算書類の内容報告の件
２．会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

     

記

以　上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ

げます。
◎本株主総会終了後、同会場にて、経営説明会を開催いたします。引き続きご参加くださいますようお願

い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、

修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面を

お送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14
条第２項の規定に基づき、 お送りする書面には記載しておりません。

①　連結計算書類の「連結注記表」
②　計算書類の「個別注記表」

従いまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監
査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次頁の案内に従って、議案に対する
賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

日　時 行使期限 行使期限

2023年12月21日（木曜日）
午後1時30分（受付開始：午後1時）

2023年12月20日（水曜日）
午後６時 入力完了分まで

2023年12月20日（水曜日）
午後６時 到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・第４号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第２・第３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

◎書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったも
のとしてお取り扱いいたします。

◎インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお
取り扱いいたします。

◎インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使®」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使®」での議決権行使は１回に限
り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン
後、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
PCやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、
右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
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( 2022年10月 1 日から
2023年 9 月30日まで )

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済については、原材料の高騰の影響はあるものの、株
価は上昇傾向にあり為替も円安基調で景気は緩やかに改善しています。また当社グループ
の主要な販売先である金融機関の業況も改善しており、当社グループの受注活動は順調に
進んでおります。
　業況につきましては、「システム事業」は、「財務分析・企業評価支援システム」が地
方銀行や信用金庫を中心に数多くの受注を獲得し売上が増加したほか、「担保不動産評価
管理システム」も大手金融機関や地方銀行中心に受注を伸ばし売上に貢献しています。シ
ステム開発に係る「システムインテグレーション部門」とシステムのメンテナンスを行う
「システムサポート部門」の当連結会計年度の売上高は共に前期比増収となり、営業利益
も前期比増益となっています。
　「不動産賃貸事業」につきましても、賃貸収入の売上高は前期比増収となっています。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は3,528,383千円、営業利益は1,413,693千
円、経常利益は1,398,536千円、親会社株主に帰属する当期純利益は964,217千円とな
りました。
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区 分
第 　3 6　 期

（2022年９月期）
第 　3 7　 期

(当連結会計年度)
（2023年９月期）

前　　 期　　 比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率
千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

シ ス テ ム 事 業 3,043,991 94.2 3,337,900 94.6 293,908 9.7
システムインテグレーション部門 1,979,747 61.3 2,202,387 62.4 222,640 11.2

う ち 担 保 管 理 シ ス テ ム 634,707 19.6 482,104 13.6 △152,602 △24.0
う ち 格 付 シ ス テ ム

決算書リーディングシステム 364,281 11.3 465,669 13.2 101,388 27.8

うち自己査定支援システム 100,000 3.1 226,860 6.4 126,860 126.9
うち融資稟議支援システム

契約書作成支援システム 447,996 13.9 453,828 12.9 5,832 1.3

う ち そ の 他 432,761 13.4 573,923 16.3 141,161 32.6
シ ス テ ム サ ポ ー ト 部 門 1,064,244 32.9 1,135,512 32.2 71,267 6.7

不 動 産 賃 貸 事 業 186,945 5.8 190,483 5.4 3,537 1.9
合 計 3,230,937 100.0 3,528,383 100.0 297,445 9.2

　事業別の状況は次のとおりであります。

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

１）システム事業
＜システムインテグレーション部門＞
　「財務分析・企業評価支援システム」については、「総合決算書リーディングシステ
ム」の地方銀行宛ての受注が増加しており、信用金庫向けには主にリニューアル案件が増
加し、前期比増収となっています。「自己査定支援システム」は大手金融機関からの大型
案件の受注があり前期比増収となったほか、主要なシステムである「担保不動産評価管理
システム」も大手金融機関や地方銀行宛てに受注が増加しており、売上高に貢献していま
す。「融資稟議支援システム」は信用金庫宛てに根強く販売され増収となり、「契約書作
成支援システム」は電子契約対応が評価され地方銀行や信用金庫から多く受注していま
す。さらに消費税の改正に伴うインボイス対応をした「経費支払事務支援システム」も売
上高を伸ばしました。この結果、システムインテグレーション部門の売上高は、
2,202,387千円、売上高構成比は62.4％となりました。
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＜システムサポート部門＞
　メンテナンスの売上高は、例年の路線価データの納品やシステム導入が進み増収とな
り、システムサポート部門の売上高は1,135,512千円、売上高構成比は32.2％となりま
した。
　以上の結果、システム事業の売上高は3,337,900千円、セグメント利益は1,409,026
千円となりました。

２）不動産賃貸事業
　不動産賃貸事業は、2023年１月から会社分割により株式会社アイピーサポートで行っ
ており、賃貸マンション３棟、立体駐車場１棟、賃貸オフィス１棟及び賃貸店舗２件の計
７物件を所有し展開しております。当連結会計年度の売上高は、賃貸収入190,483千
円、セグメント利益は4,666千円となっております。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資の総額は、55,584千円であります。その主な内容は、事務
所移転に伴う工事及び備品の購入、システム事業におけるサーバー等の事務用機器及びソ
フトウェアの購入によるものであります。

③ 資金調達の状況
　該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　当社は、2023年１月１日付で、不動産賃貸事業を当社の完全子会社である株式会社ア
イピーサポートに承継させる吸収分割を行いました。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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区 分 第 34 期
(2020年９月期)

第 35 期
(2021年９月期)

第 36 期
(2022年９月期)

第 37 期
(当連結会計年度)
(2023年９月期)

売 上 高 (千円） － － 3,230,937 3,528,383
経 常 利 益 (千円） － － 1,243,017 1,398,536
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 (千円） － － 862,115 964,217

１株当たり当期純利益 (円） － － 257.38 288.17
総 資 産 (千円） － － 7,137,242 6,723,238
純 資 産 (千円） － － 5,656,578 5,496,515
１株当たり純資産額 (円） － － 1,688.74 1,817.06

区 分 第 34 期
(2020年９月期)

第 35 期
(2021年９月期)

第 36 期
(2022年９月期)

第 37 期(当期)
(2023年９月期)

売 上 高 (千円） 3,035,506 3,147,709 3,230,937 3,241,240
経 常 利 益 (千円） 1,117,068 1,227,885 1,267,936 1,402,796
当 期 純 利 益 (千円） 773,191 868,666 879,414 968,581
１株当たり当期純利益 (円） 230.82 259.33 262.54 289.47
総 資 産 (千円） 5,860,854 6,421,724 7,044,685 6,631,581
純 資 産 (千円） 4,488,299 5,088,992 5,673,877 5,509,596
１株当たり純資産額 (円） 1,339.93 1,519.26 1,693.90 1,821.38

⑵ 財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１．第36期より連結計算書類を作成しておりますので、第35期以前の各数値は記載しておりませ
ん。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第36期の期首
から適用しており、第37期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値
となっております。

３．第37期において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第36期に係る各数値に
ついては、暫定的な会計処理の確定の内容を反映しております。

４．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

② 当社の財産及び損益の状況

（注）１．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第36期の期首
から適用しており、第36期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値
となっております。

２．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会　社　名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社ダンク 80,000千円 100％ ソフトウェア開発及びシステム構築
コンサルティング

株式会社アイピーサポート 10,000千円 100％ 不動産賃貸及び管理

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）当社は、2023年１月１日付で、不動産賃貸事業を当社の完全子会社である株式会社アイピーサポー
トに承継させる吸収分割を行いました。

⑷ 対処すべき課題
① 技術革新と既存システムのリニューアル（ＤＸ対応）

　近年の情報技術革新は目覚ましく、生成ＡＩ（Ｃｈａｔ ＧＰＴなど）やAＩ－ＯＣＲ
（ＡＩを文字認識技術に融合させたもの）などの技術が文書作成や画像作成などの面で人
間に近い対応が可能となってきています。これら技術の検討と活用を進め、システム開
発・サービス開発に繋げていくことが必要と考えております。
　また、これに先立ち、既存システムのリニューアルを推進します。システムのレガシー
化を食い止め、サステナブルなシステム提供を実現し、若い人材が次世代のシステム開発
を担い活躍できるよう努めます。

② サステナブルな人事体制の構築
　継続的に顧客のニーズに対応していくためには、優秀な人材が必要不可欠です。当社の
未来を担う人材を新卒・第二新卒採用において、また即戦力人材を中途採用において採用
できるよう、採用活動に努めております。また、新人研修や階層別の研修、外部研修への
派遣を行うなど、社員のスキルアップに積極的に投資を行っております。長期的に優秀な
人材が健康的に安心して働ける環境を整備すべく、福利厚生の充実、並びに多様な働き方
の導入を進め、優秀な人材の確保と定着に努めていきます。
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事業区分 事業内容 会社名

システム事業
金融機関向けシステムコンサルティング、企画、開
発、販売、システムデータ入力代行 株式会社情報企画

ソフトウェア開発及びシステム構築コンサルティング 株式会社ダンク
不動産賃貸事業 不動産賃貸、管理 株式会社ｱｲﾋﾟｰｻﾎﾟｰﾄ

⑸ 主要な事業内容（2023年９月30日現在）

本 社 東京都千代田区麹町３丁目３番６号
大 阪 営 業 部 大阪市中央区安土町２丁目３番13号
名 古 屋 営 業 部 名古屋市中村区平池町４丁目60番12号
大 宮 支 社 埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目42番２号

株 式 会 社 ダ ン ク 茨城県日立市大みか町４丁目13番23号
株式会社アイピーサポート 大阪市中央区本町２丁目１番６号

⑹ 主要な営業所等（2023年９月30日現在）
① 当社

（注）当社は、2023年４月１日付で、本社を大阪市中央区から東京都千代田区へ移転いたしました。

② 子会社

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
149（18）名 －（△2）名

⑺ 使用人の状況（2023年９月30日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート・アルバイトについては（　）内に年間の平均人員を外数で記
載しております。
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使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
129（15）名 1（△１）名 33.6歳 8.8年

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート・アルバイトについては（　）内に年間の平均人員を外数で記
載しております。

⑻ 主要な借入先の状況（2023年９月30日現在）
該当事項はありません。

⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

① 発行可能株式総数 16,360,000株
② 発行済株式の総数 4,090,000株
③ 株主数 4,362名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
松 岡 仁 史 800,000株 26.44％
光 通 信 株 式 会 社 174,300 5.76
情 報 企 画 従 業 員 持 株 会 159,200 5.26
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND 124,439 4.11
松 岡 千 晴 122,000 4.03
立 石 雄 嗣 60,000 1.98
株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 54,200 1.79
見 附 博 明 45,000 1.48
松 岡 勇 佑 30,500 1.00
中 谷 利 仁 30,000 0.99

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2023年９月30日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を1,065,044株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式（1,065,044株）を控除して計算しております。
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⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
該当事項はありません。

⑥ その他株式に関する重要な事項
自己株式の取得
　当社は、2023年８月４日開催の取締役会において、取得する株式総数の上限を
357,100株、取得価額の総額の上限を914,533,100円として、2023年８月７日から
2023年９月29日までの間に、当社普通株式を取得する旨の自己株式取得の決議を行
い、2023年９月４日の自己株式取得終了までに、取得価額の総額831,300,600円にて
自己株式324,600株を取得しております。

⑵ 新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新

株予約権の状況
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③ その他新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長 松 岡 勇 佑

取 締 役 中 谷 利 仁
シ ス テ ム 統 括 兼 管 理 担 当
㈱ ダ ン ク 取 締 役
㈱ ア イ ピ ー サ ポ ー ト 取 締 役

取 締 役 松 井 敬 嗣 営 業 本 部 長
取締役（監査等委員・常勤） 橋 本 政 幸

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 清 原 　 大
清 原 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表
㈱ G o  P u b l i c 代 表 取 締 役
㈱ ダ ン ク 監 査 役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 浅 川 敬 太 梅 田 総 合 法 律 事 務 所 　 弁 護 士
イ オ ン リ テ ー ル ㈱ 嘱 託 産 業 医

⑶ 会社役員の状況
① 取締役の状況（2023年９月30日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員） 清原 大氏及び取締役（監査等委員） 浅川敬太氏は、社外取締役であり
ます。

２. 当社は取締役（監査等委員） 清原 大氏及び取締役（監査等委員） 浅川敬太氏を東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３. 取締役（監査等委員） 橋本政幸氏及び取締役（監査等委員） 清原 大氏は、公認会計士の資格
を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

４. 取締役（監査等委員） 浅川敬太氏は、弁護士及び医師の資格を有しており、企業法務に関する
相当程度の知見を有しております。

５. 当社は重要な会議等への出席や会計監査人及び内部監査室との十分な連携を通じ、監査等委員
会の監査・監督機能の強化を図るため、橋本政幸氏を常勤の監査等委員として選定しておりま
す。

６. 2022年12月22日開催の第36期定時株主総会終結の時をもって、取締役 松岡仁史氏、取締役 
井口宗久氏及び取締役 塚越洋一氏は、任期満了により退任いたしました。
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② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に起因
して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金・争訟費用等の損害を
当該保険契約により填補することとしております。

なお、当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役（監査等委員である取締役を含
む）及び管理職従業員であり、保険料は全額当社が負担しております。

③ 取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月４日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容
に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個
人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決
定方針に沿うものであると判断しております。
ａ　基本方針

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等については、手続きの透明性及
び客観性を確保するため、任意の報酬委員会を設置しています。報酬委員会では、
取締役の報酬を短期のみならず中長期的な企業価値と業績の向上に資するような内
容・水準とし、調査会社等が行っている役員報酬サーベイのデータを参考にしつ
つ、当社の事業規模や業態及び財務状況を踏まえ、株主総会において決議された総
枠の範囲内で決定することを基本方針とします。具体的には、取締役の報酬は固定
報酬を基本報酬とします。

ｂ　個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関
する方針を含む）

取締役の報酬は月例の固定報酬とし、業務執行取締役としての職責・役割にふさわ
しく、対象期間の期待貢献度及び業績等を考慮して決定します。

ｃ　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき報酬委員会が具体的内容につい
て委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額を決定するこ
ととします。報酬委員会は、当該権限が適切に行使されるよう、役付取締役と社外
取締役から構成されるものとします。
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区 分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ） 76,409 76,409 － － 6
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 15,713 15,713 － － 3
合 計 92,122 92,122 － － 9

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 上記には、2022年12月22日開催の第36期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監
査等委員を除く）３名を含んでおります。

２. 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれて
おりません。

３. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2015年12月17日開催の第29期定時株主総会に
おいて年額200,000千円以内と決議いただいております（使用人兼務取締役の使用人分給与は
含まない）。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、5名です。

４. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2015年12月17日開催の第29期定時株主総会において
年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委
員）の員数は、3名（うち、社外取締役は２名）です。

５. 上記報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額12,894千円（取締役（監
査等委員を除く）６名に対し12,061千円、取締役（監査等委員）３名に対し833千円）を含め
て記載しております。

６. 当事業年度に係る取締役（監査等委員を除く）の各取締役の基本報酬額の決定については、代
表取締役社長松岡勇佑氏、社外取締役（監査等委員）清原 大氏及び浅川敬太氏を構成員とする
報酬委員会に委任し、同委員会において決定しております。委任した理由は、報酬決定手続き
の透明性及び客観性を確保し、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評
価を行うには代表取締役及び社外取締役で構成される報酬委員会が適していると判断したため
であります。

７. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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区 分 氏 名 兼 職 先 兼 職 内 容

取 締 役
（監査等委員） 清 原 　 大

清 原 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表
㈱ G o  P u b l i c 代 表 取 締 役
㈱ ダ ン ク 監 査 役

取 締 役
（監査等委員） 浅 川 敬 太

梅 田 総 合 法 律 事 務 所 弁 護 士
イ オ ン リ テ ー ル ㈱ 嘱 託 産 業 医

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役
（監査等委員） 清 原 　 大

当事業年度に開催された取締役会14回の全て、監査等
委員会12回の全てに出席いたしました。取締役会にお
いて、公認会計士としての専門的見地から発言を行っ
ており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たしております。また、監
査等委員会においても、当社の経理システム並びに内
部監査について適宜、必要な発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 浅 川 敬 太

当事業年度に開催された取締役会14回の全て、監査等
委員会12回の全てに出席いたしました。取締役会にお
いて、弁護士としての専門的見地から発言を行ってお
り、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための適切な役割を果たしております。また、監査等
委員会においても、同様の見地から、適宜発言を行
い、当社の監査体制の強化を図っております。

④ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

（注）当社と上記兼職先の他の法人等との間には、特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

ハ．責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外役員は当社定款第23条及び会社法第427条第１項の規定により、損害
賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
法令が定める最低責任限度額となります。

ニ．当事業年度に係る報酬等の総額
　社外役員２名に対する報酬等の総額は8,743千円（うち役員退職慰労引当金繰入額は
463千円）であります。
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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23,200千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 23,200千円

⑷ 会計監査人の状況
① 名称

EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上
記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根
拠等を精査した結果、会計監査人の報酬等について適正であると判断し、同意しておりま
す。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断

した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定
いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会にお
きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　内部統制システムの構築は企業の社会的責任の重要な要素と捉え、リスク管理体制・コ
ンプライアンス体制・情報セキュリティ体制を中心に、会社全体としての体制整備と継続
的な実施の推進に取り組んでおります。また、コーポレート・ガバナンスを充実させるこ
とにより、公正な企業活動と正確でタイムリーな情報開示による経営の健全性・透明性の
確保を図ります。
　意思決定においては、取締役会を原則として毎月１回開催するほか、経営環境の変化に
的確かつ迅速に対応するため、重要案件については必要に応じて取締役会を開催します。
　業務執行においては、社内規程で責任部門・執行手続を定めるとともに、「職務権限規
程」で決裁権限を明確化します。また、監査等委員会による業務執行の妥当性・適法性に
関するチェックのほか、内部監査室及び会計監査人による業務・会計監査をあわせて実施
します。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に関する重要な文書等に関しては、「文書管理規程」に基づき適切に
保存及び管理いたします。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　業務執行に係るリスクとして、個人情報流出のリスクについては、「データ管理規程」
を制定し、リスクの回避、減少等の対策を実行するほか、「セキュリティ管理規程」等の
制定により全社的なリスクの把握を行います。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役の業務分掌を明確化し、権限分配により職務執行の効率化を図るとともに、取締
役会の監督機能を強化する一方、迅速なる経営戦略・方針等の意思決定を行います。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　コンプライアンス体制の基本として「コンプライアンス管理規程」を制定するととも
に、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」を設置し、コンプラ
イアンスに関する全社的方針、体制の維持・管理、コンプライアンスの推進を図ります。
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⑥ 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　「子会社管理規程」に基づき、子会社の管理は管理担当役員が管掌し、合議事項は親会
社の取締役会により決定し、報告事項は定期的に報告することとしています。また当社取
締役や使用人または元当社取締役や元当社使用人が子会社の取締役や監査役に就任するこ
とで、グループ間の情報伝達を推進するとともに、子会社の業務執行状況の監視・監督を
行います。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
　監査等委員会の職務を補助すべき専任の組織・担当者は置いておりませんが、「監査等
委員会規則」を制定し、監査上の必要があるときは内部監査部門等に報告を求め、又は特
定事項の調査を依頼することができるよう定めております。

⑧ 上記⑦の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立
性に関する事項並びに監査等委員会の上記⑦の取締役及び使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
　監査等委員会の補助者を置く場合は、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの
独立性を確保すべきことに留意し、監査等委員会の同意のうえ、取締役会にて決定しま
す。また監査等委員会から監査業務に必要な指示を受けた取締役及び使用人は、その指示
に関する限りにおいては、他の取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮命令は受
けないものとします。

⑨ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人並びに子会社の取締役、監
査役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会へ
の報告に関する体制
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人並びに子会社の取締役、監
査役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したと
きは、直ちに当社監査等委員会に報告するものとしています。また監査等委員会は、必要
に応じて当社及び子会社の業務執行状況について取締役（監査等委員である取締役を除
く）又は使用人に報告を求めることができます。

⑩ 上記⑨の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
　当社の監査等委員会への報告に関しては、内部通報に係る報告以外の報告であっても、
「内部通報運用規程」の通報者保護規定を適用し、当該報告を行った当社及び子会社の取
締役及び使用人等に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わないも
のとします。
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⑪ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）について生
ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務
の処理に係る方針に関する事項
　当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求を
したときは、速やかに当該費用又は債務を処理します。

⑫ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員は、取締役会のほか部課長会議などの重要会議に出席するとともに、各営業
部内の責任者と適宜面談し必要に応じて説明聴取を行うこととしています。また、会計監
査人及び内部監査室と連携し相互に情報交換を実施することにより、的確で効率的な監査
を図ります。

⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 内部統制システム全般
　当社は内部統制システム全般の整備・運用を当社の監査等委員及び内部監査室がモニタ
リングし、改善を進めております。

② 取締役会の主な運用状況
　当社取締役会は、取締役の職務の執行状況、内部統制システムの運用状況、経営リスク
等の審議をしております。また当社各部門から毎月の活動状況の報告を受け、情報共有と
経営管理の充実を図っております。

③ 監査等委員会の主な運用状況
　監査等委員会は、「監査等委員会監査基準」に基づき、審議をしております。各監査等
委員は、取締役会において発言を行い、常勤監査等委員は、この他重要な部課長会議に出
席し、発言、調査する等監査の充実を図っております。

４. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部
留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針とし、配当性向
40％程度を目標としております。
　内部留保につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応
える技術開発の強化や新規事業の展開に有効投資してまいりたいと考えております。
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（2023年９月30日現在） （単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
契 約 資 産
仕 掛 品
前 払 費 用
未 収 収 益
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
顧 客 関 連 資 産
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
繰 延 税 金 資 産
会 員 権
差 入 保 証 金
そ の 他　

3,654,486
2,655,633
851,349
101,030
27,093
15,442
2,769
1,168

3,068,752
2,667,051
981,012

0
1,665,888
20,150

105,396
71,830
12,206
1,116
20,242

296,304
98,590
12,650
142,482
42,580　

流 動 負 債 1,082,490
買 掛 金 106,140
未 払 金 95,873
未 払 消 費 税 等 68,787
未 払 法 人 税 等 184,194
預 り 金 18,581
契 約 負 債 488,507
賞 与 引 当 金 97,191
製 品 保 証 引 当 金 5,057
そ の 他 18,156

固 定 負 債 144,232
繰 延 税 金 負 債 2,900
役 員退職慰労引当金 58,096
長 期 預 り 保 証 金 63,985
資 産 除 去 債 務 19,250

負 債 合 計 1,226,723
純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,496,515
資 本 金 326,625
資 本 剰 余 金 365,175
利 益 剰 余 金 6,400,935
自 己 株 式 △1,596,219

純 資 産 合 計 5,496,515
資 産 合 計 6,723,238 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,723,238

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2022年10月 1 日から
2023年 9 月30日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 3,528,383

売 上 原 価 1,195,914

売 上 総 利 益 2,332,468

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 918,774

営 業 利 益 1,413,693

営 業 外 収 益 7,240

営 業 外 費 用 22,397

経 常 利 益 1,398,536

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,398,536

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 366,253

法 人 税 等 調 整 額 68,065

当 期 純 利 益 964,217

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 964,217

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 22 －



( 2022年10月 1 日から
2023年 9 月30日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

純資産合計
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本

合 計

当連結会計年度期首残高 326,625 365,175 5,729,597 △764,819 5,656,578 5,656,578

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △301,463 △301,463 △301,463
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 964,217 964,217 964,217

自 己 株 式 の 取 得 △831,399 △831,399 △831,399

連 結 範 囲 の 変 動 8,582 8,582 8,582

当連結会計年度変動額合計 － － 671,337 △831,399 △160,062 △160,062

当連結会計年度期末残高 326,625 365,175 6,400,935 △1,596,219 5,496,515 5,496,515

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 23 －



（2023年９月30日現在） （単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

契 約 資 産

仕 掛 品

前 払 費 用

未 収 収 益

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

会 員 権

差 入 保 証 金　

3,392,300

2,385,337

830,735

101,030

27,347

13,954

2,769

31,125

3,239,281

98,740

80,733

18,006

21,359

1,116

20,242

3,119,182

2,882,940

90,970

12,650

132,621　

流 動 負 債 1,044,638
買 掛 金 117,195
未 払 金 90,851
未 払 消 費 税 等 60,237
未 払 法 人 税 等 182,435
預 り 金 14,561
契 約 負 債 478,206
賞 与 引 当 金 93,626
製 品 保 証 引 当 金 5,057
そ の 他 2,467

固 定 負 債 77,346
役員退職慰労引当金 58,096
資 産 除 去 債 務 19,250

負 債 合 計 1,121,985
純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,509,596
資 本 金 326,625
資 本 剰 余 金 365,175
資 本 準 備 金 365,175

利 益 剰 余 金 6,414,015
利 益 準 備 金 1,816
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,412,199
繰 越 利 益 剰 余 金 6,412,199

自 己 株 式 △1,596,219
純 資 産 合 計 5,509,596

資 産 合 計 6,631,581 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,631,581

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2022年10月 1 日から
2023年 9 月30日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 3,241,240

売 上 原 価 1,057,579

売 上 総 利 益 2,183,661

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 759,814

営 業 利 益 1,423,846

営 業 外 収 益 1,034

営 業 外 費 用 22,084

経 常 利 益 1,402,796

税 引 前 当 期 純 利 益 1,402,796

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 364,494

法 人 税 等 調 整 額 69,719

当 期 純 利 益 968,581

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2022年10月 1 日から
2023年 9 月30日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 利益準備金

その他利益
剰 余 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 326,625 365,175 1,816 5,745,080 △764,819 5,673,877 5,673,877

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △301,463 △301,463 △301,463

当 期 純 利 益 968,581 968,581 968,581

自 己 株 式 の 取 得 △831,399 △831,399 △831,399

当 期 変 動 額 合 計 － － － 667,118 △831,399 △164,280 △164,280

当 期 末 残 高 326,625 365,175 1,816 6,412,199 △1,596,219 5,509,596 5,509,596

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 谷 智 英
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 尾 志 都

独立監査人の監査報告書
2023年11月15日

株式会社情報企画
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
大　阪　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社情報企画の2022年10月１日から
2023年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、株式会社情報企画及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作
成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書
類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連
結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任
がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 谷 智 英
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 尾 志 都

独立監査人の監査報告書
2023年11月15日

株式会社情報企画
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
大　阪　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社情報企画の2022年10月１日
から2023年９月30日までの第37期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作
成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算
書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽
減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2022年10月１日から2023年９月30日までの第37期事業年度における取締役
の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると
ともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要
な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換
を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
　会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年11月15日
株式会社情報企画　監査等委員会

常勤監査等委員 橋 本 政 幸 ㊞
監査等委員 清 原 　 大 ㊞
監査等委員 浅 川 敬 太 ㊞

　

（注）監査等委員清原 大及び浅川敬太は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外
取締役であります。
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
　期末配当に関する事項
　当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以
下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
　金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金50円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は151,247,800円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　2023年12月22日といたしたいと存じます。
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候補者
番 号

氏 　 　 名
（ 生  年  月  日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

１

まつ
松

 

　
 

 
 

 
おか
岡

 

　
 

 
 

 
ゆう
勇

 

　
 

 
 

 
すけ
佑

(1983年11月14日生)

    2007年    4 月 ㈱シンプレクス・テクノロジー
（現シンプレクス㈱）入社

    2011年    2 月 有限責任あずさ監査法人入社
    2014年    4 月 当社入社
    2014年    8 月 公認会計士登録
    2015年    12月 当社取締役（財務担当）就任
    2017年    12月 当社代表取締役副社長（財務担当）就任
    2019年    12月 当社代表取締役社長就任（現任）

30,500株

取締役候補者とした理由
松岡勇佑氏は、当社代表取締役社長として、経営トップとしての職責を果たし企業経営に尽力
しております。また、公認会計士としての知識と経験を有しており、経営の監督を適切に行っ
ております。今後も業務執行とともに経営の意思決定において、当社の持続的な企業価値の向
上を実現するために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）３名全員は、本総会
終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため１名増員し、取締
役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判
断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

氏 　 　 名
（ 生  年  月  日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

２

なか
中

 

　
 

 
 

 
や
谷

 

　
 

 
 

 
とし
利

 

　
 

 
 

 
ひと
仁

(1971年12月 2 日生)

    1998年    4 月 ㈱カナデン入社
    2001年    11月 当社入社
    2011年    4 月 当社東京システム部長
    2012年    12月 当社取締役就任（現任）
    2021年    4 月 当社システム部長
    2021年    12月 当社管理担当（現任）
    2022年    9 月 ㈱ダンク取締役就任（現任）
    2022年    12月 当社システム統括担当（現任）
    2022年    12月 ㈱アイピーサポート取締役就任（現任）

 [重要な兼職の状況]
　㈱ダンク取締役
　㈱アイピーサポート取締役

30,000株

取締役候補者とした理由
中谷利仁氏は、開発部門の責任者として部門全体を牽引し、また管理担当として経営管理全般
に携わり、事業の成長と企業価値向上に大きく貢献してまいりました。これまでの豊富な経験
と実績により、当社の持続的な企業価値の向上を実現するために適切な人材であると判断し、
引き続き取締役候補者といたしました。

3

まつ
松

 

　
 

 
 

 
い  
井

 

　
 

 
 

 
ひろ
敬

 

　
 

 
 

 
つぐ
嗣

(1980年10月22日生)

    2004年    4 月 ㈱土屋組（現TSUCHIYA㈱）入社
    2004年    8 月 当社入社
    2017年    11月 当社東京営業２部 営業部長
    2021年    4 月 当社東京営業部 営業部長
    2022年    12月 当社取締役就任（現任）
    2022年    12月 当社営業本部長（現任）

4,100株

取締役候補者とした理由
松井敬嗣氏は、開発部門での業務経験を経たのち、その経験を活かして営業部門での業績拡大
や新規取引先の拡大に取り組み、事業の成長と企業価値向上に大きく貢献してまいりました。
これまでの豊富な経験と実績に基づき、当社の持続的な企業価値の向上を実現するために適切
な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 　 　 名
（ 生  年  月  日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

4

※
お
緒

 

　
 

 
 

 
がた
方

 

　
 

 
 

 
いっ
一

 

　
 

 
 

 
せい
生

(1978年12月15日生)

    2003年    4 月 当社入社
    2013年    4 月 当社大阪システム２部 部長
    2023年    4 月 当社執行役員（現任）

5,223株

取締役候補者とした理由
緒方一生氏は、入社以来長年にわたり当社システムの設計・開発に携わり、当社製品の開発・
品質向上に取り組み、事業の成長と企業価値向上に大きく貢献してまいりました。これまでの
豊富な経験と実績に基づき、当社の持続的な企業価値の向上を実現するために期待される人材
であると判断し、新たに取締役候補者といたしました。

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

しております。当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「２．会社の現況　(3)　会社役員の
状況　②役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。なお、各候補者が取
締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は
次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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候補者
番 号

氏 　 　 名
（ 生  年  月  日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

１

※
もち

望
 

　
 

 
 

 
づき

月
 

　
 

 
 

 
よし

良
 

　
 

 
 

 
ひろ

洋
(1965年11月14日生)

    1987年    4 月 ㈱スタット・コンピュータ
（現ＴＩＳ㈱）入社

    1995年    2 月 ㈱アプリコット入社
    2000年    1 月 当社入社
    2005年    4 月 当社大阪システム２部 部長
    2015年    12月 当社管理部長（現任）
    2022年    12月 ㈱アイピーサポート監査役就任（現任）

[重要な兼職の状況]
　㈱アイピーサポート監査役

19,720株

取締役候補者とした理由
望月良洋氏は、当社開発部門及び管理部長の経験を有し、システムの企画・開発及び品質管
理、内部統制業務を通して当社の業務全般に精通しております。それらの幅広い業務経験と知
見を活かし、取締役の職務執行に対する監査・監督に十分な役割を果たすことが期待できると
判断し、新たに監査等委員である取締役候補者といたしました。

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役３名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし
ては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

氏 　 　 名
（ 生  年  月  日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

２

きよ
清

 

　
 

 
 

 
はら
原

 

　
 

 
 

 
　

　
 

　
 

 
 

 
だい
大

(1971年11月21日生)

    1995年    4 月 大阪印刷インキ製造㈱入社
    1999年    10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限

責任監査法人）入所
    2003年    5 月 公認会計士登録
    2019年    1 月 清原公認会計士事務所代表（現任）
    2019年    3 月 ㈱ダイレクトマーケティングミックス

社外監査役
    2019年    6 月 税理士登録
    2019年    7 月 ㈱Ｇｏ Ｐｕｂｌｉｃ代表取締役（現任）
    2019年    10月 (一社)地域情報共創センター監事（現任）
    2019年    12月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
    2022年    9 月 ㈱ダンク監査役就任（現任）

 [重要な兼職の状況]
　清原公認会計士事務所代表
　㈱Ｇｏ Ｐｕｂｌｉｃ代表取締役
　㈱ダンク監査役

700株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
清原 大氏は、公認会計士として会計及び財務に関して十分な知見を有し、専門的見地から監査
等委員である社外取締役として適切に監査・監督を行っていただいており、引き続き期待され
る上記の役割を客観的な立場から果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取
締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、引き続き報酬委員会の委員とし
て当社の役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
監査等委員である社外取締役在任年数：４年（本総会終結時）
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候補者
番 号

氏 　 　 名
（ 生  年  月  日 ） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

３

あさ
浅

 

　
 

 
 

 
かわ 
川

 

　
 

 
 

 
けい
敬

 

　
 

 
 

 
た
太

(1983年 ４ 月18日生)

    2009年    4 月 医師免許取得
諏訪中央病院（長野県）勤務

    2012年    4 月 大阪府済生会千里病院　千里救命救急
センター勤務

    2018年    8 月 社会医療法人北斗会さわ病院勤務
    2019年    12月 弁護士登録（大阪弁護士会所属）

梅田総合法律事務所所属（現任）
    2020年    1 月 イオンリテール㈱嘱託産業医（現任）
    2021年    12月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）

 [重要な兼職の状況]
　梅田総合法律事務所 弁護士
　イオンリテール㈱ 嘱託産業医

－株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
浅川敬太氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、医師及び弁護士としての幅広い
見識を有しており、それらの専門的知見から取締役の職務執行に対する監査・監督を行ってい
ただくことが期待できるため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
また、同氏が選任された場合は、引き続き報酬委員会の委員として当社の役員報酬等の決定に
対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
監査等委員である社外取締役在任年数：２年（本総会終結時）

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．清原 大氏及び浅川敬太氏は、社外取締役候補者であります。
４．当社は、清原 大氏及び浅川敬太氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であ
ります。

５．当社は清原 大氏及び浅川敬太氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当該
契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最
低責任限度額としております。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
しております。当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「２．会社の現況　(3)　会社役員の
状況　②役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。なお、各候補者が監
査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。ま
た、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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氏名 地位
スキル・経験

経営 営業 開発 業界知見 人事 財務
会計

法務
リスク

松岡 勇佑 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中谷 利仁 取締役 ○ ○ ○ ○ ○

松井 敬嗣 取締役 ○ ○ ○ ○

緒方 一生 取締役 ○ ○ ○

望月 良洋 取締役
（監査等委員・常勤） ○ ○ ○ ○

清 原  大 社外取締役
（監査等委員） ○ ○ ○ ○ ○

浅川 敬太 社外取締役
（監査等委員） ○

（ご参考）
本総会終結後の取締役のスキルマトリックス
（注）本招集ご通知記載の候補者を原案どおり全てご選任いただいた場合の各取締役のスキル

マトリックスは以下のとおりとなります。

（注）上記一覧表は、取締役の有する全てのスキル・経験を表すものではありません。
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氏 名 略 歴

はし
橋

 

　
 

　
 

　
もと 
本

 

　
 

　
 

　
まさ
政

 

　
 

　
 

　
ゆき
幸

2004年12月　当社取締役
2015年12月　当社取締役（監査等委員・常勤）（現任）

第４号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件
　本総会終結の時をもって任期満了により退任される監査等委員である取締役橋本政幸氏に対
し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金
を贈呈いたしたく存じます。
　なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議にご一任願い
たいと存じます。
　退職慰労金につきましては、当社役員退職金規程に基づき、役位、在籍年数等に応じて支給す
るものであり、本議案の内容は相当であると判断しております。
　退任監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。

以上
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交通　 　地下鉄〔 堺 筋 線
中 央 線 〕堺筋本町駅17番出口　徒歩２分

　 　地下鉄〔 御堂筋線 〕本町駅３番出口　徒歩７分

【株主総会お土産配布の中止に関するお知らせ】
本総会にご来場の株主の皆様への、お土産の配布は取りやめさせていただきます。何卒ご理
解賜りますようお願い申しあげます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内図

会場：大阪市中央区安土町２丁目３番13号
大阪国際ビルディング17階　1705号室
TEL　06-6265-8530
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